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　本会は、第30回専門委員会（2021年６月29日開
催）のヒアリングにおいて、（公社）日本精神保健福
祉士協会、（公社）日本医療ソーシャルワーカー協会
との連名で、新しい国家資格の創設は、ソーシャル
ワークを分野により分断することになるため反対す
る立場とともに、子どもを取り巻く多様な課題や環
境に着目した分野・制度横断的かつ幅広い知識に基
づく専門的支援を行うためにも、社会福祉士・精神
保健福祉士の基盤の上に、子ども家庭福祉に関する
内容を上乗せ・強化した「認定資格」の仕組みの導
入を求めてきました。
　今回の専門委員会では、自由民主党政務調査会の
厚生労働部会での「児童福祉法改正にあたっての取

り決め」が紹介され「まずは、現在も現場で実務を
担当する社会福祉士や精神保健福祉士その他保育
士、相談援助等の実務経験者について、一定の実務
経験や幅広いスキルや知識を身につける研修等を経
て児童福祉司の任用要件を満たすための認定資格の
導入を今回の児童福祉法改正案に盛り込み、職場の
スキルアップや専門人材の育成を急ぎ、質量ともに、
現場の強化を行う」「資格の在り方について、国家
資格を含め、今回の児童福祉法改正によって導入さ
れる認定資格の施行後２年を目途として検討を加
え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものと
する旨の附則を設ける」などの内容が厚生労働省に
提案されていることについて説明がありました。
　これまでの専門委員会の議論では、現場の人材の
確保や専門性の向上、子どもの最善の利益を擁護

子ども家庭福祉ソーシャルワーカー（仮称）の創設
～児童福祉法改正案が国会に上程～

　2022年２月３日、厚生労働省において第41回の社会保障審議会児童部会社会的養育専門委員会（以下「専
門委員会」）が開催され、子ども家庭福祉分野の資格について、社会人ルートのみ実施する「認定資格」を創
設する方針がまとまりました。今回は、子ども家庭福祉分野の資格に関する議論を中心に報告します。
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すること、今現在困っている子どもたちを一刻も早
く救うことなど、議論の方向性や考え方などはすべ
ての委員が一致していたものの、資格の在り方など
一部の論点については、なかなか合意点を見出すこ
とができない状況が続いていました。白熱した議論
が展開される中、山縣座長から資格部分への報告書
の記載について「ぎりぎりの着地点を見出すとすれ
ば、厚生労働省が案②の方向で進めていくことも一
つの選択肢ではないか」ということが提案され、結
論として２つの案のうち「案②（社会人ルートのみ
実施）（図２）」で「認定資格」を創設する、すなわ
ち「社会福祉士・精神保健福祉士が子ども家庭福祉
分野に関する上乗せの教育課程・研修課程を修めた
場合等に対し、厚生労働大臣が定める基準を満たす
民間の認定機構（仮称）が資格を認定する仕組み」
が採用されることとなりました。
　今回の専門委員会において、「案②（社会人ルート
のみ実施）」で基本的な合意は得られたものの、上
乗せする教育課程のカリキュラムや、子ども家庭福
祉分野の相談援助や保育士の実務経験の範囲など、

引き続き検討すべき課題が残されていることから、
今後、個々の課題に対して検討会が設置され、協議
がなされる予定です。

　資格に関して専門委員会で合意された内容は、社
会福祉士・精神保健福祉士の基盤の上に、子ども
家庭福祉に関する内容を上乗せ・強化した「認定資
格」の仕組みを創設するというものであり、完全と
はいえないものの、私たちの主張が認められたもの
といえます。
　しかし、今後の検討の中で国家資格化の議論が再
燃しないともいえない状況もあり、予断を許さない状
況であることは変わりません。今後の取り組みによっ
て、職能団体の真価が問われることになります。
　これまで本会は、日本精神保健福祉士協会、日本
医療ソーシャルワーカー協会、日本ソーシャルワー
カー協会と連携し、日本ソーシャルワーカー連盟と
して「子ども虐待の予防と対応研修（共通プログラ
ム・専門プログラム）」を開発、実施をしてきまし

職能団体の責任を果たすために

図１　採用されなかった案

出典：第41回社会保障審議会児童部会社会的養護専門委員会（厚生労働省）
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た。これらの実績を踏まえ、一人でも多くの子ども
の尊い命を守り、暮らしやその権利をまもるため、
児童福祉行政の現場に十分な専門性を身につけるた
めの「子ども家庭福祉指定研修（100時間程度）」の
プログラム開発に積極的に協力していきます。また
認定機構（仮称）の創設に向けて、職能団体として
責任を持って関与していく予定です。
　社会的養育専門委員会の報告書は厚生労働省の
ホームページに掲載されています。

参考
令和３年度　社会保障審議会福祉部会社会的養育専
門委員会　報告書
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23851.
html

出典：第41回社会保障審議会児童部会社会的養育専門委員会（厚生労働省）

図２　採用された案
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　2021年11月11日から13日にかけて、国際ソーシャルワーカー連盟アジア太平洋地域（IFSWAP）、アジア
太平洋ソーシャルワーク教育連盟（APASWE）、オーストラリアソーシャルワーカー協会（AASW）等の主
催により、「ソーシャルワークと持続可能な開発目標

（SDGs）」をテーマに、第26回アジア太平洋地域ソー
シャルワーク会議がオンラインで開催され、アジア
太平洋地域 各国より312名が参加しました。
　会議の主なプログラムは以下のとおりです。

第26回アジア太平洋地域ソーシャルワーク会議が開催！

11月11日（木） ・プレカンファレンス歓迎挨拶
・謝辞
・IFSW 持続可能な開発目標（SDG ｓ）ポリシーペーパー発表
・プレゼンテーション　実践から研究へ
・バーチャルポスター発表
・出版に向けた執筆活動

11月12日（金） ・主催者・共催団体挨拶

・基調講演１

「持続可能な開発を促進するために、ソーシャルワークをどのように脱植民地化し、
脱構築化するか？」

・分科会１　　　　　　　　　　　　　　　・分科会２

　子ども・若者・家族　　　　　　　　　　　ソーシャルワーク教育　　　
　ソーシャルワーク実践　　　　　　　　　　精神保健
　環境と気候変動　　　　　　　　　　　　　政策と社会的保護
　家族と性暴力　　　　　　　　　　　　　　IFSW プログラム
　IFSW プログラム

・分科会３　　　　　　　　　　　　　　　・分科会４

　男女共同参画　　　　　　　　　　　　　　精神保健
　保健　　　　　　　　　　　　　　　　　　環境と気候変動
　居住　　　　　　　　　　　　　　　　　　ソーシャルワーク教育
　障害と高齢

・基調講演２

　オーストラリアソーシャルワーカー協会 2021 年度表彰
　APASWE 学生ワークショップ

■主な会議プログラム（概要・抜粋）
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　基調講演１では、シドニー大学　Jioji Ravulo　
教授が、「持続可能な開発のためにソーシャルワー
カーに何ができるか？」という大きな課題について
講演されました。
　教授の提言では「相互理解」という言葉が何度か
出てきて、「相互理解を必要とするのは私たちだけで
はない。環境や文化に対しても理解を示すことが必
要である」という内容のお話をされました。
　これは我われソーシャルワーカーの行動指針とな
る「ソーシャルワーク専門職のグローバル定義」で

「地域・民族固有の知を基盤として、ソーシャルワー
クは生活課題に取り組みウェルビーイングを高める
よう、人びとやさまざまな構造に働きかける」とあ
るように、ソーシャルワークを展開するためには、
援助者とクライエントが、自分とは違う環境や文化

を理解し、生活課題の本質を見極めた上で協働して
解決を図る、その結果として持続可能な開発に繋が
る、ということでした。
　我われも、ソーシャルワーク専門職として、マク
ロ・メゾ・ミクロレベルでソーシャルワークを展開
する場面で「相互理解」を意識しながら取り組んで
いくことが重要だと知ることができました。

　2022年度のIFSWの世界会議は、「新しいエコ・
ソーシャル世界の共同構築：誰も取り残さない人々
のサミット」と題し、2022年６月29日より７月２日
まで、国連機関など多くの国際機関と連携し、オン
ラインで開催されます。参加の形態は多様で、だれ
もが参加しやすい条件となっています。
　詳しくは、右のウェブサイトをご覧ください。

持続可能な開発のためにソーシャルワーカーに何ができるか
～基調講演より～

日本社会福祉士会　国際担当理事　伊東　良輔

2022年6月、IFSWがサミットを開催

11月13日（土） ・パネルディスカッション
　先住民族、ソーシャルワークと SDG ｓ

・分科会５　　　　　　　　　　　　　　　・分科会６

　子ども、若者、家族　　　　　　　　　　　ソーシャルワーク調査
　ソーシャルワーク教育　　　　　　　　　　ソーシャルワーク教育
　LGBTIQA ＋と権利　　　　　　　　　　　子どもと若者
　ソーシャルワーク調査　　　　　　　　　　環境と気候変動

シドニー大学　Jioji Ravulo　教授の基調講演の様子

Co-building a New Eco-Social World:
Leaving No One Behind　The People's Global Summit
https://newecosocialworld.com 
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　本会は、2011年３月11日の東日本大震災で被災さ
れた宮城県（東松島市、南三陸町、石巻市）、岩手
県（大槌町、山田町、陸前高田市）において、地域
包括支援センターの側面的支援を中心とした支援を
実施してきました。南三陸町への支援においては、
2011年４月20日から11月４日にかけて、27の都道
府県社会福祉士会から117名の社会福祉士の皆さま
にご協力をいただいています。
　2022年１月19日、南三陸町長から佐藤町長と及川
明総務課長が、本会事務局を訪問されました。佐藤
町長からは「10年の復興計画を作成し、事業を進め
てきたが、ほぼ今年中には終了する。海から３～４
キロの場所がすべて流された壊滅状態で、マイナス
からのスタートだったが、皆さんの力添えをいただ
きながら、なんとか新しい町ができて新しい住まい
で生活している。支援にご協力いただいた皆さまに
感謝を申し上げたい」とのお言葉とともに、感謝状
と楯をいただきました。（写真１，２参照）
　南三陸町では「二度と津波で命を失わない町をつ
くる」という方針の下、すべての住居を高台に移転
したとのことで、１月15日のトンガ大規模噴火の影
響で南三陸町に80㎝の津波が到達した時にもほとん
ど被害はなかったそうです。現在の南三陸町の復興
の進捗状況について、南三陸町のホームページに掲
載されていますので、ぜひご覧ください。
　南三陸町をはじめとする被災地の支援にご協力い
ただいた会員の皆さまに改めて感謝を申し上げます。

南三陸町ホームページ　東日本大震災からの復興　
～南三陸町の進捗状況～（令和３年９月１日）
https://www.town.minamisanriku.miyagi.jp/
index.cfm/6,7752,c,html/7752/20211028-090002.pdf

写真２　左から佐藤南三陸町長、西島会長、牧野事務局長

　近年の甚大な被害をもたらした多発する地
震、風水害等自然災害に対応するため、本会で
は災害対応ガイドラインにそって支援活動をし
ています。しかし、避難所における支援を中心
としたDWAT等の活躍がある一方で、その後の
継続的な生活支援へのアプローチや方法につい
ての課題があると認識しています。また、新型
コロナウイルス感染症対策のため、かつてのよ
うに全国から被災地支援に入ることが難しい状
況も発生しています。
　このような状況を踏まえ、都道府県社会福祉
士会が主体となり行う被災地における生活支援
へのアプローチや方法、本会の関わり方につい
て、全国の災害担当者が有している知見を共有
し、これら課題の整理と対応策について検討す
ることを目的に２月27日に都道府県社会福祉士
会災害担当者会議を開催しました。
　災害対応ガイドラインは、本会ホームページ
に掲載しています。

URL：
https://www.jacsw.or.jp/citizens/saigaitaisaku/
documents/guideline_25.pdf

都道府県社会福祉士会災害担当者会議を開催

宮城県南三陸町から感謝状をいただきました

写真１　南三陸町からいただいた感謝状
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　自殺対策基本法では、例年３月を、自殺対策強化
月間とし、国および地方公共団体は、自殺対策を集
中的に展開するものと規定されています。また、新
たな自殺総合対策大綱においても、国、地方公共団
体、関係団体、民間団体などが連携して「いのちを
支える自殺対策」という理念を前面に打ち出して啓
発活動を推進し、悩みを抱えた人が必要な支援を受
けられるよう、支援策を重点的に実施することと定
められています。
　本会は、「自殺対策強化月間」の協賛団体として自
殺対策強化月間に協力しています。

■自殺者数の現状
　警察庁の自殺統計（速報値）に基づく厚生労働省
の発表では、2021年の自殺者数は20,830人（男性は
13,815人、女性7,015人）でした。
　前年より自殺者数は減少していますが、依然とし
て高い数値であり、新型コロナウイルスが影響して
いるものと思われます。

■コロナ禍に求められる自殺予防対策
　新型コロナウイルスの蔓延は、福祉の支援を必要
とする方だけではなく、これまで福祉の支援を必要
としなかった方にも影響を与えています。失業によ
る生活困窮や外出自粛で人間関係が断たれてしまっ
た方、虐待やDVの被害が大きくなってしまった方、
また、年齢や属性も様ざまです。
　今後も、新型コロナウイルスの影響により、自殺
者が増加する懸念があります。
　コロナ禍だからこそ、私たち社会福祉士は「基礎
的な知識・スキル」を修得し、支援を必要としてい
る方がたの課題に向き合い、自殺リスクについても
念頭に置き、適切な支援に繋ぎながら、自殺を予防
する必要があります。

■「基礎的な知識・スキル」の修得を
　本会は、社会福祉士の皆さんが、自殺予防に関す
る基礎的な知識・スキルを修得していただけるよ
う、次のツールおよび研修プログラムを用意してい
ます。

（1）『ソーシャルワーカーのための自殺予防対策入
門－適切な知識と支援スキルを身につける－』

　2021年10月、本会は『ソーシャルワーカーのため
の自殺予防対策入門－適切な知識と支援スキルを身
につける－』を発刊しました。

　本書は、社会福祉士が、
自殺や自殺対策について
の正しい知識や適切な支
援スキルを身につけるだ
けではなく、本書で学習さ
れたことを周囲の人たち
にも伝えていただき、現
場での円滑な支援が実現
することを願っています。
　 本書の購入は、ミネル
ヴァ書房のホームページ

（https://www.minervashobo.co.jp/）よりお申込
みください。

（2）生活支援アセスメントシート
　ソーシャルワーク実践の
中で、 自殺リスクをアセス
メントし、支援機関に適切
につなぐための支援ツール
として、「領域別シート（自
殺リスクが疑われる場合）」
を開発しています。
　生活アセスメントシート
は、本会ホームページの「社
会福祉士の皆様へ」から

「資料室」内の「生活困窮者
支援関連情報」に掲載しています。

（3）自殺予防ソーシャルワーク研修
　本研修は、社会福祉士が、日常業務の中で自殺に
関する相談に対し、適切に支援を行うための「基礎
的な知識・スキル」を確認することを目的としてい
ます。この研修は、いくつかの県士会が研修主催者と
して、研修認証申請、開催されています。

（4）自殺対策に関するe-ラーニングプログラム
　本会では、自殺対策に関する次の２本のe-ラーニ
ングプログラムがあります。
①自殺総合対策大綱の見直し
　〔視聴時間：84分〕
②自殺対策基本法の一部を改正する法律について
　〔視聴時間：90分〕

　本会ホームページPick Upから「e-ラーニング講
座」をクリックして「視聴を希望する方はこちら」
からログインしてください。

３月は自殺対策強化月間です

～自殺予防に関する基礎的な知識・スキルの修得を～
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　本会では、現在、権利擁護センターぱあとなあの
成年後見事業にかかる活動報告書の都道府県社会福
祉士会（以下「県士会」）における取りまとめ・入
力作業の業務負担軽減等を目的に、「ぱあとなあ活動
報告書のIT化」に取り組んでいます。

■趣旨と経過
　昨今の総会および全国会長会議では、県士会の事
務局体制の強化と支援が求められています。中で
も権利擁護センターぱあとなあの成年後見関係事業
は、実践の質の担保に多大な労力が求められること
から、その事務作業の軽減の必要が指摘されていま
した。2020年度に「財政基盤の確保・事務局体制の
強化プロジェクトチーム」が県士会事務局を対象に
実施したアンケートでは、「ぱあとなあ報告書の取り
まとめ・入力等作業の業務負担」の軽減を求める意
見があげられ、本プロジェクトの「最終報告書」で
は、2021年度中に「ぱあとなあ報告書のオンライン
化を検討すること」が挙げられました。
　また、本会後見委員会の委員からも活動報告書の
IT化について具体的な提案があり、2020年７月の委
員会にてぱあとなあ活動報告書・統計のIT化につい
て、論点整理を試みています。
　このような状況をうけ、本会ではぱあとなあ活動
報告書のとりまとめと入力等にかかる県士会事務局
の事務負担の軽減等を目的として、ぱあとなあ活動
報告書IT化に関するプロジェクトを設置し、都道府
県ぱあとなあにおける活動報告書の取りまとめ・入
力のIT化についての検討を進めてきました。
　2020年12月に県士会を対象に実施した意向調査、
2021年３月の総会、５月に実施した説明会におい
て、県士会より寄せられた意見や現状の課題等を鑑
み、システム開発の方向性や内容を修正し、2021年
10月の臨時総会にて、本件に関する「仕様書」と、
本システムの開発費の全額と、2022年度の維持費全
額を本会が負担するという、「費用負担の考え方」が

承認されました。
　本仕様書に基づき、11月に事業者の公募を行い、
12月に審査、1月に候補事業者とシステム開発に関
する契約の締結を行いました。
　ぱあとなあ活動報告書IT化事業に関する仕様書、
事業者公募については、本会のウェブサイトを参照
ください。
https://www.jacsw.or.jp/citizens/seinenkoken/
index.html

■今後の進め方について
　現在、仕様書に基づき、活動報告書IT化システム
の仕様書に基づくシステムの詳細について検討を行
い、2022年秋からの運用開始を目指し、システム開
発が進められています。
　今後、本システムの利用方法については、都道府
県士会を対象とした各種会議等にて進捗状況を報告
させていただきます。
　2022年９月頃をめどに、ぱあとなあ名簿登録者向
けに利用方法に関する動画を作成・公開し、県士会
を対象とした説明会（オンライン）を複数回開催す
る予定です。
　今後のスケジュールは以下のとおりです。

（※2022年２月現在）

ぱあとなあ活動報告書IT化について

日程
（予定） 内容

2022年
8月頃 ・システム（試行版）完成

9月頃
・都道府県社会福祉士会ぱあとなあ
活動報告書システム説明会（仮称）
の開催

10月頃 ・システム導入都道府県士会の利用
申込開始

2023年
1月 ・活動報告書 IT 化システム運用開始
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　権利擁護センターぱあとなあは、後見活動（成
年・未成年）や虐待防止にとどまらず、広く人びと
の権利を擁護するための地域の権利擁護体制の整備
を推進していく役割が期待されています。
　都道府県と本会の権利擁護センターぱあとなあが
連携、協力してエンパワメントを中心とした権利擁
護を推進していくにあたり、各地域における権利擁
護実践とそこからみえる諸課題を取り上げ、全国的
な協議を行うことを目的として、11月６日（土）に
2021年度都道府県ぱあとなあ連絡協議会を開催し、
45都道府県より117名の都道府県社会福祉士会権利
擁護事業担当者が参加しました。

■基調講演「包括的な支援体制と権利擁護の推進」
　今回は、地域共生社会の実現と包括的な支援体制
及び権利擁護の推進をテーマとして開催しました。
まず基調講演では、同志社大学永田祐教授より、「包
括的な支援体制と権利擁護の推進」をテーマに、地
域共生社会の実現と包括的な支援体制をめぐる政策
動向が確認されるとともに、包括的な支援体制と権
利擁護支援について、成年後見制度利用促進専門家
会議の検討状況を踏まえ、地域共生社会の実現に向
けた土台としての権利擁護支援のあり方、包括的な
支援体制と権利擁護体制に一体的に取り組む効果に
ついて共有されました。
　その上で、「社会福祉士会に期待したいこと」とし
て、関係団体と連携し、都道府県、市町村に働きか
けていくことの必要性、市町村福祉行政（各種計画
策定）や多機関協働の仕組みに社会福祉士（会）が
関与していくこと、権利擁護支援の地域づくりに協
力していくことなどが述べられました。

■グループにおける意見交換「包括的な支援体制・
権利擁護の推進と都道府県士会（ぱあとなあ）の取組」
　2021年度権利擁護センターぱあとなあ事業につい

て、各担当理事より報告が行われた後、グループに
おける意見交換「包括的な支援体制・権利擁護の推
進と都道府県士会（ぱあとなあ）の役割」が行われ
ました。グループでの意見交換に入る前に、沖縄県
社会福祉士会、高知県社会福祉士会より、地域にお
いて、自治体や関係機関と連携しながら権利擁護の
推進に取り組む事例が報告されました。
　県士会規模別のグループに分かれて意見交換を
行った後、「包括的な支援体制・権利擁護の推進」に
かかる現在の取組、これから推進したい取り組み、
必要なこと・課題についてグループからの報告が行
われました。報告では、地域における各機関との連
携の状況や、社会福祉士会内における縦割りをいか
に解消するか、地域の権利擁護を推進する人材育成
の必要性などが報告され、社会福祉士会の権利擁護
センターと社会福祉士は、どのように会内の横の連
携をはかり、また地域において関係機関と連携しな
がら取り組みを展開していくか、学び、共有し、深
める機会となりました。

都道府県ぱあとなあ連絡協議会開催報告
～包括的な支援体制と権利擁護の推進～
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　いよいよ３月10日から第30回日本社会福祉士会全
国大会・社会福祉士学会　東京大会の参加申込受付
が開始となります。第30回という、節目となる大会
です。東京は、全国の皆さまにお集まりいただきや
すい場所だと思います。ぜひ、皆さまと親交を深め、
日々の活動を労い合い、はたまた意見をたたかわせ、
時に口角に泡飛ばし…などができたらと期待してお
りましたが、このところの感染状況を見ると、どう
なるものやらと気をもんでいます（2022年２月現
在）。人智を超えた領域になりますが、ぜひ、皆さ
まも祈っていただけると幸いです。７月が感染の谷
間にあたること、ブースター接種を受けた人が多く
なり集団免疫が進むこと、おまけにタイミングよく
Go to Travel が再開されることを。
　そううまくは運ばないかもしれません。それはそ
れで、オンラインがあります。オンラインは物理的
距離を劇的に縮めるものです。パンデミックは、人
と人の繋がりを細くさせ、活動を制限させるという
負の面が目立ちましたが、我われはICTを活用して
更に世界を身近にすることができています。
　新型コロナウイルス収束の見通しがいまだに立た

ない中で、本大会は、参集とオンラインのハイブ
リッドによる開催を予定しています。後日オンデマ
ンド配信も行います。皆さまの大会参加の可能性を
容易にし、学びの機会が広がります。
　コロナ禍にありながら実践や研究を続けておられ
た方がたの知見に触れる貴重な機会です。ひと味も
ふた味もちがう、むしろ、今後の方向性を示すこと
になる全国大会です。
　ぜひご参加ください！
 
【大会テーマ】ソーシャルワークを紡ぐ

～一人ひとりがつながりを実感できる
社会への変革と社会的包摂の実現～

【日　程】2022年７月２日（土）～７月３日（日）
【会　場】ホテルイースト２１

（東京都江東区東陽６丁目３－３）
【開催方式】参集・オンラインとのハイブリッド開催
【参加定員】2,000名（集合1,200名＋オンライン800名）
※感染状況に応じて集合とオンラインの割合の変更

をすることがあります。 
※詳しくは、同封の開催要項をご覧ください。

第30回 日本社会福祉士会全国大会・社会福祉士学会
東京大会　開催のお知らせ
公益社団法人東京社会福祉士会　会長（大会実行委員長）　新堀　季之

～大会への参加方法は、
会場で！オンラインで！オンデマンド配信で！～

　学会運営委員会では、第30回社会福祉士学会
の分科会発表、ポスター発表を３月24日まで募
集しています。詳細は、本会ホームページの第
30回日本社会福祉士会全国大会・社会福祉士学
会（東京大会）のページをご覧ください。

　学会運営委員会では、第30回日本社会福祉士

会全国大会（東京大会）のプレ企画として「事
例研究ワークショップ」を開催します。実践力
を高めるための事例検討会の開催に向けて、企
画の仕方や進め方などをワークショップ形式で
学びます。「事例研究の方法」は社会福祉士会の
基礎研修のカリキュラムにも含まれている重要
な内容です。ぜひご参加ください。
　申し込み方法の詳細は、本ニュース同封の全
国大会開催要項および本会ホームページの第30
回日本社会福祉士会全国大会・社会福祉士学会

（東京大会）のページをご覧ください。

分科会発表

全国大会プレ企画「事例研究ワーク
ショップ」を開催します
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　第31回日本社会福祉士会全国大会・社会福祉士学
会は2023年７月１日（土）・２日（日）に大分県で
開催いたします。九州は大分から全国の社会福祉士
会会員の方がたへ「熱い」思いを届けるため、実行
委員会を立ち上げ準備を進めているところです。
　2020年に、大分空港はアメリカのヴァージン・
オービット社とパートナーシップを締結しアジア初
の「水平型宇宙港」となりました。2022年には大分
空港から初の人工衛星の打ち上げを、さらに10年間
で20回もの打ち上げを目指しているそうです。この
ような、ただの「おんせん県」から進化した「宇宙

のオンセン県オオイタ」で話題沸騰！の大分から皆
さまのご参加を心よりお待ちしています！

【日　程】2023年７月１日（土）～２日（日）
【会　場】別府国際コンベンションセンター

（B-Con Plaza）予定　

2023年度の全国大会は「大分」で開催します
公益社団法人大分県社会福祉士会　会長　白田　晃久

　本会は、３月19日に2021年度臨時総会（第２回）
を開催します。今回の総会も新型コロナウイルス感
染症拡大防止のため本会事務局（東京都新宿区）と
オンライン会議室で開催します。
　本会の総会は、正会員である47の都道府県社会福

祉士会によって構成し開催します。都道府県社会福
祉士に所属する個人会員への議案資料の配付は行っ
ていませんので、本ニュースにおいて議事項目（案）
をお知らせします。議案資料集は、本会ホームペー
ジでご覧になれます。議事録は後日掲載予定です。

2021年度臨時総会（第2回）を開催します

議事項目（案）
Ⅰ　議案
Ⅱ　承認事項
　第１号承認　全国大会の開催方法について
Ⅲ　理事会報告
　第１号報告　2022年度事業計画
　第２号報告　2022年度収支予算
　第３号報告　正会員に対する活動助成について
Ⅳ　事務連絡
　第１号事務連絡　規程類改正
　第２号事務連絡　第30回日本社会福祉士会全国大会・社会福祉士学会（東京大会）
　第３号事務連絡　第31回日本社会福祉士会全国大会・社会福祉士学会（大分大会）
　第４号事務連絡　その他
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　社会福祉士は、常に新しい知識や技術、高い倫理
性を身につけ、自らの専門性を向上させていくこと
が必要です。本会は、生涯研修制度を整備するとと
もに、さまざまな研修や情報を提供し、そのサポー
トをしています。生涯研修制度における専門課程修
了認定申請は、研修受講やスーパービジョン実績な
どの研鑽内容を自身で確認するとともに、社会に社
会福祉士としての責務を示すものでもあります。
　『生涯研修制度2021年度専門課程修了認定申請』
は、2022年４月１日から受付を開始します。
　ぜひ、日本社会福祉士会の生涯研修制度をご活用
ください。
　専門課程修了認定申請に関する詳細は、以下をご
参照ください。

■申請受付期間
　2022年４月１日（金）～６月30日（木）　
　※郵便は消印有効、E-mailは必着

■申請対象者
１．「第１期専門課程」修了申請

　以下のすべてを満たす方が申請対象となります。 
（1）基礎課程を修了している方１、または基

礎課程修了とみなされている方２

（2）専門課程修了認定申請の単位対象となる
期間において、生涯研修制度の取得単位
が合計35単位以上ある方

２．「第２期専門課程」修了申請
　以下のすべてを満たす方が申請対象となります。 

（1）第１期専門課程を修了した方、または第
１期専門課程修了とみなされている方３

（2）専門課程修了申請の単位対象となる期間
において、生涯研修制度の取得単位が合
計35単位以上ある方

■専門課程の対象となる単位について
　2019年度専門課程修了認定申請より、申請に必
要な単位の見直しが実施され、ソーシャルワーク

に関する研修であれば認定社会福祉士制度の認証
研修以外の研修でも単位として申請できるなど、
単位申請基準を大幅に広げるとともに、申請単位
数の上限を撤廃いたしました。
　専門課程の対象となる単位は、認定社会福祉士
認証・認定機構に認証された研修や認定社会福
祉士制度に基づくスーパービジョン実績のほか、
認定社会福祉士制度の認証を受けていない研修

（ソーシャルワークに関するものに限る）や、研
修講師実績（ソーシャルワークに関するものに限
る）などが対象となります。詳細については、本
会ホームページに掲載している最新の生涯研修手
帳をご確認ください。
　生涯研修センターホームページ

（https://www.jacsw.or.jp/
ShogaiCenter/techo.html）

■専門課程修了認定申請の対象期間について
　専門課程修了認定申請の単位の対象期間は、
2012年４月１日以降となります。つまり、2021
年度専門課程修了認定申請をするには、2012年４
月１日から2022年３月31日までに、所定の単位を
取得していることが必要です。

■申請方法
１．専門課程修了の申請に必要な書類について

　申請に必要な書式は本会生涯研修センター
ホームページ（https://www.
jacsw.or.jp/ShogaiCenter/
shinsei/index.html）に掲載し
ています。

（1）課程修了認定申請書（様式第２号）
　課程修了認定申請書の納入証明書添付欄に

は、振替払込請求書兼受領証やご利用明細
票等を添付してください。E-mailで申請の
場合は、振込年月日、振込金融機関名を必ず
明記してください。振替払込請求書兼受領
証の添付がなく、振込年月日、振込金融機関

※1　「基礎課程を修了している方」 とは、 基礎研修Ⅰ～Ⅲをすべて修了した方を指します
※2　「基礎課程修了とみなされている方」 とは、 旧生涯研修制度における共通研修課程修了が１回または２回の方を指します
※3　「第1期専門課程修了とみなされている方」 とは、 旧生涯研修制度における共通研修課程修了が３回以上ある方を指します

生涯研修制度　2021年度専門課程修了認定
申請受付について
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名の記入もない場合は、申請書が受理されま
せん。

（2）研修単位記録（シートⅠ～Ⅱ）
研修単位の記録は所定の書式に記載していた
だきます。記入例は生涯研修手帳に掲載して
います。

２．申請手数料および振込口座
（1）申請手数料

専門課程修了申請手数料：5,000円
※振り込みにかかる手数料は別途ご負担くだ
さい。

（2）振込口座
〔振替用紙を使用する場合〕

郵便口座番号：00170-0-610110　 
加入者名：公益社団法人 日本社会福祉士会

〔他行から振込む場合〕
銀行名： ゆうちょ銀行（金融機関コード：

9900）支店名：〇一九店（ゼロイチキ
ユウ店）（店番：019）

預金種目：当座　口座番号：0610110　
口座名義：公益社団法人 日本社会福祉士会

（3）提出先
〔郵送の場合〕

　申請に必要な書類を揃えて、以下の送付先へ
お送りください。封筒の表には必ず「第○期専門
課程修了認定申請書在中」と明記してください。
送付先：〒160-0004  東京都新宿区四谷１－13
　　　　カタオカビル２Ｆ
　　　　公益社団法人 日本社会福祉士会 
　　　　生涯研修センター 宛

〔E-mailの場合〕
　申請に必要な書類を添付し、kenshu-center@
jacsw.or.jp宛てにご提出ください。メールの件
名には必ず「第○期専門課程修了認定申請」と
記載してください。メールの件名が異なる場合
は、迷惑メールとして認識され削除される可能
性がありますのでご注意ください。
　なお、E-mailで申請された場合、受付担当者
より確認のメールを返信します（自動返信ではな
いため、お時間をいただく場合があります）。申
請から１週間以上経っても返信のメールがない場
合には、メールの未着などが考えられますので、
生涯研修センターまでお問い合わせください。

基礎研修のご案内

－ 生涯研修のスタートは基礎研修から！都道府県社会福祉士会で開催中 －

　基礎研修を受講しましたか？ 
　社会福祉士として研鑽されていく皆さまにとって、基礎研修を受講することのメリットはたくさんあり
ます。まだ受講されていない方は、ぜひ受講してください。
　基礎研修の受講の申し込み、お問い合わせ先は、ご所属の都道府県社会福祉士会です。

＜基礎研修受講のメリット＞
・社会福祉士に必要な、知識、価値、技術の基本を学ぶことができます。
・共に学ぶ仲間と出会うことができます。
・基礎研修Ⅲまで修了することで、認定社会福祉士制度の10単位を取得することができます。
（認定社会福祉士取得のためには、通常ルートで30単位が必要となりますが、基礎研修修了者は、
　生涯研修ルートの選択が可能となり、分野専門研修およびスーパービ
ジョンを受けた実績の合計８単位の取得と認定社会福祉士認定研修の修
了で、30単位の取得と同等になります。）

・基礎研修Ⅲまで修了することで、研修講師等として活躍していただく場
が増えます。

仲間たちとともに、 社会福祉士の未来を切り開いて行きましょう！
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　2021年10月以降に、本会では以下の意見・要望書を発出しています。11月５日の意見書についてはホーム
ページをご覧ください。
〇声明／意見・要望書

2021年12月７日
厚生労働大臣
後藤　茂之　様

公益社団法人日本社会福祉士会　会長　西島　善久
　　　　　　　　公益社団法人日本精神保健福祉士協会　会長　田村　綾子

公益社団法人日本医療ソーシャルワーカー協会　会長　野口　百香
一般社団法人日本ソーシャルワーク教育学校連盟　会長　白澤　政和

子ども家庭福祉分野の資格について（要望）
　貴台におかれましては、平素より、子ども家庭福祉の充実に向け、ご尽力いただいていることに感謝申し
上げます。
　現在、厚生労働省社会保障審議会児童部会に位置づけられた社会的養育専門委員会（以下、専門委員会）
において、子ども家庭福祉分野の資格について議論がなされておりますが、社会福祉士・精神保健福祉士は、
ソーシャルワーク専門職として、児童虐待に対して責任をもって取り組んでいきたいと決意しています。
　そこで専門委員会において、子ども家庭福祉分野の資格について、議論のとりまとめをされるにあたり、
下記の事項について要望しますので、どうぞよろしくおねがいします。

記
１．子どもへの支援を強化する方法としては、新しい国家資格を創設するのではなく、ソーシャルワーク専

門職として既存の国家資格である社会福祉士と精神保健福祉士を基盤とし、その上に子ども・家庭に関
する内容を上乗せ・強化した認定を行う仕組みにするべきです。

２．施策を推進するにあたっては、１．で示したような認定を受けた者について、児童相談所や児童養護施
設等の配置要件として法令等に明確に位置づけた上で、その配置・活用が着実に進められるよう、加算
や加配等の措置を設けることが必要不可欠です。

３．児童相談所の児童福祉司の約半数が、社会福祉士や精神保健福祉士資格を有していない現状を踏まえ、
経過措置を設けることで児童福祉司の資質向上を図っていくべきと考えます。なお、経過措置について
は５年間程度の年限を設けることとし、早急に社会福祉士や精神保健福祉士の資格取得者が子ども家庭
福祉分野のソーシャルワークを担う仕組みを確立すべきです。

以上

意見・要望書を提出しました

発信日 標　題 発信先など

11月5日 子ども家庭福祉分野の資格について（意見）

社会保障審議会児童部会社会的養育専門委員
会座長（本会、日本精神保健福祉士協会、日
本医療ソーシャルワーカー協会、日本ソー
シャルワーク教育学校連盟との連名）

12月7日 子ども家庭福祉分野の資格について（要望）
厚生労働大臣（本会、日本精神保健福祉士協
会、日本医療ソーシャルワーカー協会、日本
ソーシャルワーク教育学校連盟との連名）

12月17日 子ども家庭福祉分野の資格について（要望）

社会保障審議会児童部会社会的養育専門委員
会座長（本会、日本精神保健福祉士協会、日
本医療ソーシャルワーカー協会、日本ソー
シャルワーク教育学校連盟との連名）
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2021年12月17日
社会保障審議会児童部会社会的養育専門委員会
　座長　山縣　文治　様

公益社団法人日本社会福祉士会　会長　西島　善久
　　　　　　　　公益社団法人日本精神保健福祉士協会　会長　田村　綾子

公益社団法人日本医療ソーシャルワーカー協会　会長　野口　百香
一般社団法人日本ソーシャルワーク教育学校連盟　会長　白澤　政和

子ども家庭福祉分野の資格について（要望）
　貴台におかれましては、平素より、子ども家庭福祉の充実に向け、ご尽力いただいていることに感謝申し
上げます。
　子ども虐待は、複雑で複合的な課題があり、子どもを中心として家族や学校、地域社会との関係等、幅広
いアセスメントとアプローチが求められます。様々な対象に適切に働きかけるためにはソーシャルワークの
知識や技術が必要であるとの認識に基づき、ご議論頂いていますことに敬意を表します。
　2015年にスタートした「新たな子ども家庭福祉のあり方に関する専門委員会」の議論から６年が経過して
います。今回の専門委員会における検討は、児童相談所をはじめとした子ども家庭福祉分野においてソーシャ
ルワークを強化する方向にあり、子ども虐待の撲滅に向けた好機であります。そのことをふまえ、以下の２
点について要望いたします。

記
要望

１．子ども虐待は、頻繁に発生しており、その撲滅に向けて、これまでの専門委員会の意見をまとめて結論
を出していただきたい。

２．多くの委員の意向である社会福祉士や精神保健福祉士等に専門的かつ実践的な研修を上乗せする形であ
る、子ども家庭福祉ソーシャルワーカー（仮称）を認証する厚生労働省案を認めていただきたい。

理由
１．子ども虐待という喫緊の課題に対し、今回の専門委員会で結論を出すことが求められています。この機

会を逃すことは、子どもの人権を守る姿勢が問われることになります。

２．今回、厚生労働省が提案している「上乗せ型」の場合、教育の時間数は約1700時間となり、「独立型（1200
時間）」よりも大幅に拡充できます。結果、ソーシャルワークを基盤にして、子ども家庭福祉分野での十
分な修学を積んだ人材を、児童相談所をはじめ、子ども家庭福祉分野に輩出することができます。さらに、
人材の専門性に関する質の担保については、教員やカリキュラム内容の厳しい審査により養成教育の質
を担保する方法や、学生に試験を課して習熟度を確認することが考えられます。

３．養成校経営者の団体である福祉系大学経営者協議会は、第36回社会的養育専門委員会（2021年11月5日）
へ、「上乗せ型」が望ましいとする意見書を提出しています。また、日本ソーシャルワーク教育学校連盟
の調査（2020年10月）でも、上乗せなどで充実・強化する方法への支持が68％（109課程）で、別の養
成課程の設置支持は1％（1課程）に過ぎません。養成校は、社会福祉士や精神保健福祉士への「上乗せ
型」が望ましいと考えていることを示しています。

４．毎年、社会福祉士合格者は約11,000名、精神保健福祉士は約4,000名であり、仮にその1割が子ども家庭
福祉分野を選択すれば約1,500人の子ども家庭福祉ソーシャルワーカー（仮称）を輩出することになりま
す。これは、児童相談所職員が5,000人に達していない現状に鑑みて、子ども家庭福祉分野での人材確保
に十分対応できるといえます。

５．日本社会福祉士会、日本精神保健福祉士協会、日本医療ソーシャルワーカー協会は、現在、子ども家庭
福祉分野に従事しているソーシャルワーカーが高度な専門性を習得すべきと考え、職能団体として連携
してモデル研修を実施しており、現任者研修を速やかに開始できるよう十分な準備をしています。

以上
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営委員会
第１回全国生涯研修委員会議

21日（土）第2回業務執行理事打合せ・
第2回理事会12日（土）～13日（日）認定社会福祉士

認定研修
13日（日）権利擁護推進あり方検討委

員会
19日（土）臨時総会・第12回理事会

独立型社会福祉士委員会
20日（日）生涯研修センター企画・運

営委員会
26日（土）リーガル・ソーシャルワー

ク委員会

後見出版PT会議

09日（日）学会運営委員会
16日（土）第1回業務執行理事打合せ・

第1回理事会
17日（日）生涯研修センター企画・運

営委員会

08日（日）権利擁護推進あり方検討委
員会

15日（日）生涯研修センター企画・運

3月

都道府県社会福祉士会 会員情報

1月31日付　会員数� 44,425人
1月中 入会　会員数� 8人増
前年同月会員増減数� 378人増
前年同月会員増減率� 0.86％増

四谷事務局だより
　 行 事 予 定 ・ カ レ ン ダ ー 　

5月

4月

　　　 す。下記の社会福祉士会以外にご所属の
場合は本会でのお手続きとなりますの
で、本会へご連絡ください（連絡方法な
どの詳細は本会ホームページの「よくあ
る質問」をご確認ください）。2021年
度の退会希望の受付は2022年3月31
日（木）16時15分までで
終了します。
　所属社会福祉士会が北海道、秋田県、
福島県、栃木県、埼玉県、千葉県、東京、
新潟県、長野県、岐阜県、愛知県、三重
県、大阪、兵庫県、岡山県、山口県、香
川県、愛媛県、福岡県、佐賀県、大分県、
宮崎県、沖縄県の方は、所属社会福祉士
会へ直接ご連絡ください。
・社会福祉士会を退会されますと、会員
番号および研修履歴等は削除されます
ので、ご承知おきください。
　なお、過去の研修履歴の一部は所定
の手続きによって証明することが可能
な場合があります。

・ぱあとなあ名簿登録者の方は「ぱあと
なあ名簿登録抹消申請書」をご所属の
都道府県社会福祉士会ぱあとなあへご
提出ください。

・独立型社会福祉士名簿登録者の方は
「独立型社会福祉士名簿登録抹消申請
書」を本会へご提出ください。

・認定社会福祉士または認定上級社会福
祉士の登録者は、認定社会福祉士認
証・認定機構が認める日本国内のソー
シャルワーカーの職能団体で倫理綱領
と懲戒の職能を持つ団体のいずれかに
加入していることが登録要件となって
います。そのため、社会福祉士会を退
会すると登録要件を満たさなくなる場
合があります。

・認定社会福祉士認証・認定機構にスー
パーバイザー登録をしており、その推
薦団体が日本社会福祉士会の場合は、
社会福祉士会を退会すると登録要件を
満たさなくなります。

住所などの変更について
　氏名・住所・勤務先などに変更がある
場合は、本会ホームページの「よくある
質問」に掲載している変更届をダウン
ロードし、FAXかE-mail添付にてご提
出ください。市町村合併により住所表記
が変更となった場合もご提出ください。

の再発行（顔写真なし）を希望する場
合は、500円の発行手数料を振り込み、
会員証再発行申請書（※）の必要事項に
記載し、会員証（紛失の場合は同封不
要）、送付先を明記して郵便切手を貼付
した返信用封筒、記載事項の変更がある
場合は変更届を同封のうえ、本会に送付
してください。発行手数料の振込み先は
申請書をご確認ください。
　また、「顔写真入り」会員証を希望す
る方は顔写真（カラー 4×3cm）と
1000円の発行手数料を振り込み、お申
し込みください。会員証の再発行および
種類を変更した場合でも、有効期限は再
発行および変更前と同じです。
※会員証再発行申請書、変更届は、本会
のホームページの「よくある質問」に
掲載しています。

2022年度会費引落について
　2022年度都道府県社会福祉士会会
費の引落は4月12日（火）です。引落
手数料121円(消費税込)が会費と同時
に引落になります。
　また、北海道、秋田県、福島県、栃木県、
埼玉県、千葉県、東京、新潟県、長野県、
岐阜県、愛知県、三重県、大阪、兵庫県、
岡山県、山口県、香川県、愛媛県、福岡
県、佐賀県、大分県、宮崎県、沖縄県の
社会福祉士会に所属する会員の会費は、
所属社会福祉士会で会費引落を行います
ので、会費引落日については所属社会福
祉士会の会報などをご覧ください。

退会手続きについて
　所属社会福祉士会の退会については、
所定の退会届によるお手続きが必要で

研究誌『社会福祉士』を同封しています
　研究誌『社会福祉士』第29号を本
ニュースに同封しています。本誌には、
都道府県社会福祉士会会員による研究
ノート3編、実践報告2編と、山形大会
の抄録紹介を掲載しています。

2022年度成年後見人養成研修の開催
について
　2022年度の成年後見人養成研修の
全国版開催要項を本ニュースに同封して
います。
　本研修は、2017年度からカリキュラ
ムや受講要件などを変更し、成年後見制
度に関わる様ざまな立場の社会福祉士を
対象とした「成年後見人材育成研修」(認
証研修）と、成年後見人等の受任者を養
成する「名簿登録研修」の２つに分けて
開催しています。
　申込方法などの詳細は、同封の全国版
開催要項を参考に各県士会より送付され
る研修開催要項をご覧ください。

会員証の更新について
　会員証の有効期限が2022年3月31
日となっている方には、3月末日までに
更新会員証（有効期限2027年3月31
日）をご自宅へお送りします。ニュース
送付先が勤務先の方もご自宅への送付と
なります。
　会員証の記載事項は、会員番号・氏
名・社会福祉士登録番号・有効期限です
（「顔写真なし」）。3月末日までに更新会
員証が届かない場合は、4月末日までに
本会にご連絡ください。

会員証の再発行には手数料が必要です
　紛失や記載事項の変更により会員証
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